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序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文序　　　　　文

　エジプト・アラブ共和国では、近年深刻になった環境汚染に対処するため、1994年に環境法を

制定して環境基準、排出基準等を定め、199 8年２月より施行するとともに、エジプト環境庁

（EEAA）を同法の執行機関と定め、環境規制基準の遵守状況を査察する権限を与えた。しかしなが

ら、EEAAはこれまでモニタリング実施の体制を有しておらず、これを早急に整備していくことが

不可欠となっていた。このためエジプト政府は環境モニタリングにあたる技術者訓練について、

我が国に技術協力を要請してきた。

　これを受けて国際協力事業団（JICA）は各種調査を重ねたうえ、平成９年６月に実施協議調査団

を派遣して討議議事録（R／D）の署名を取り交わし、同年９月から５年間の予定でプロジェクト方

式技術協力により「エジプト環境モニタリング研修センタープロジェクト」を開始した。

　今般、プロジェクト終了が約半年後に迫ったため、平成14年３月21日から４月４日まで（コンサ

ルタント団員のみ３月15日から４月４日まで）、国際協力事業団国際協力専門員 石田 滋雄を団

長とする終了時評価調査団を現地に派遣し、エジプト側カウンターパートと合同でプロジェクト

活動の最終評価を行った。その結果、協力期間終了時に向けて残された課題に取り組めば、プロ

ジェクト目標を達成される見込みであると判断され、計画どおり平成14年８月31日をもって技術

協力を終了できることが確認された。

　本報告書は、同調査団の調査・協議結果を取りまとめたものであり、今後の類似案件等のため

に広く活用されることを願うものである。

　ここに、調査の任にあたられた調査団員各位、並びにご協力頂いた外務省、環境省、経済産業

省、在エジプト日本国大使館、その他関係機関の方々に心から感謝の意を表するとともに、引き

続き一層のご支援を賜るよう、お願い申し上げます。

　平成14年４月

国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団
理事　理事　理事　理事　理事　泉　堅二郎泉　堅二郎泉　堅二郎泉　堅二郎泉　堅二郎
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ALXRBO Alexandria Regional Branch Office アレキサンドリア地域支局

CCC Cairo Central Center カイロ中央センター

CIDA Canadian International Development Agency カナダ国際開発庁

C／P Counter Part カウンターパート

DANIDA Danish International Development Agency デンマーク国際開発援助庁

EEAA Egyptian Environmental Affairs Agency エジプト環境庁

GC Gas Chromatograph ガスクロマトグラフ

GCRBO Greater Cairo Regional Branch Office 大カイロ地域支局

HPLC High Performance Liquid Chromatograph 高速液状クロマトグラフ

JIS Japan Industrial Standards 日本工業規格

JOCV Japan Overseas Cooperation Volunteers 青年海外協力隊

LE Egyptian Pound エジプト・ポンド

MNSRBO Mansura Regional Branch Office マンスーラ地域支局

MS Mass Spectrometer 質量分析計

OJT On-the-Job Training 実地訓練

PCM Project Cycle Management
プロジェクト・サイクル・マ

ネージメント

PDM Project Design Matrix
プロジェクト・デザイン・マ

トリックス

RBO Regional Branch Office 地域支局

R／D Record of Discussions 討議議事録

SEZRBO Suez Regional Branch Office スエズ地域支局

TNTRBO Tanta Regional Branch Office タンタ地域支局

TOR Terms of Reference 業務指示書

USAID
United States of America Agency for International

Development
米国国際開発協力庁

VOC Volatile Organic Compounds 揮発性有機化合物
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Ⅰ．案件の概要
国名：エジプト・アラブ共和国 案件名：環境モニタリング研修センター

分野：環境 援助形態：プロジェクト方式技術協力
所轄部署：社会開発協力部社会開発協力第二課 協力金額（評価時点）：８億5,500万円

先方関係機関：エジプト環境庁（EEAA）（R／D）：1997年９月１日～
　　　　　2002年８月31日 日本側協力機関：環境省、経済産業省
（延 長）：
（F／U）：

協力期間

（E／N）：（無償）1997年３月、
　　　　　　　　　1998年３月

他の関連協力：無償協力（機材）1996年度７億900
万円、1997年度２億1,500万円、単独機材供与1995
年度4,000万円、個別専門家派遣1994年度以降６
名派遣、JOCV３名派遣、国別特設研修1999～2002
年度計20名受入れ、集団研修1998～2002年度計
９名受入れ

１．協力の背景と概要
　エジプト・アラブ共和国（以下、「エジプト」と記す）政府は近年の環境汚染に対応するため、
1994年に環境法を制定して環境基準、排出基準等を定め、1998年２月より施行するとともに、EEAA
を同法の執行機関と定め、環境規制基準の遵守状況を査察する権限を与えた。しかしながら、EEAA
はこれまでモニタリング実施の体制を有しておらず、これを早急に整備していくことが不可欠とな
っていた。このため、エジプト政府は環境庁に、カイロ中央センター（CCC）と８か所の地域支局
（RBO）を設置し、エジプト全土をカバーする環境モニタリング・ネットワーク体制の確立を計画
し、モニタリングに必要な機材にかかる無償資金協力、及びモニタリングを実効的に行うための技
術者訓練を目的としたプロジェクト方式技術協力を我が国に要請してきた。同要請を受けて国際協
力事業団では、基礎調査（1996年）、事前調査（1996年）を経て1997年６月に実施協議調査団を派
遣し、同年６月８日に討議議事録（R／D）を署名・交換し９月より５年間の予定で協力を開始した。

２．協力内容
（１）上位目標
　エジプトにおいて環境法の施行により環境規制基準が遵守される。

（２）プロジェクト目標
　CCC及びRBOが水・大気質の一般環境及び発生源、及び産業廃棄物のモニタリングを適切に実
施できるようになる。

（３）成　果
①　CCC及びRBOのスタッフが水・大気質、廃棄物のサンプリング、分析及び評価方法を身につ
ける。

②　CCCが独力でラボラトリーを運営できるようになる。
③　CCCスタッフがRBOスタッフを指導することができるようになる。
④　環境測定情報が蓄積され適切に管理されている。

（４）投　入（評価時点）：
日本側：
（長期専門家派遣 延べ14名 機材供与 　１億3,543万5,000円
短期専門家派遣 延べ22名 現地業務費 　　　3,707万1,000円
研修員受入れ 　　10名



エジプト側：
カウンターパート（C／P）配置 　　70名 実験室整備 　　　 約1,000万円
運営要員配置 　　36名 ４RBO経費 ５億4,848万4,000円
その他 運営経費 　 約１億8,000万円

Ⅱ．評価調査団員の概要

調査者

担当分野　　　　　　　氏　名　　　　　所　属
団長／総括　　　　　石田　滋雄　　　国際協力事業団 国際協力専門員
環境モニタリング　　井上　堅太郎　　岡山理科大学 総合情報学部 社会情報学科教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（エジプト環境モニタリング研修センタープロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジェクト国内委員長）
分析技術　　　　　　古塩　英世　　　川崎市環境局 公害研究所 主査
協力企画　　　　　　大村　文　　　　国際協力事業団 社会開発協力部 社会開発協力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二課
評価手法　　　　　　中村　展子　　　国際協力事業団 企画・評価部 評価監理室
評価分析　　　　　　監物　順之　　　中央開発株式会社 海外事業部長

調査期間 2002年３月21日～2002年４月４日 評価種類：終了時評価
Ⅲ．評価結果の概要

１．評価結果の要約
（１）妥当性
　環境庁は、1994年に制定、1998年より施行された環境法の執行機関としての役割を担っている。
住民からの苦情申し立て等に対し、CCC/5RBOが既に1,200件を超す環境測定報告書を提出し、そ
れらをベースに100件を超す事態改善のための行政勧告・命令が発生源事業体に出されており、
その役割を果たしつつある。以上から妥当性は極めて高かったといえる。

（２）有効性
　現時点においてプロジェクト目標は一部未達成の部分があるが、今後の努力により終了時まで
にはおおむね達成される見込みである。ゼロからスタートした監測網（特にRBO）が短期間に立
ち上がったことは評価される。

（３）効率性
　現時点では投入が成果（養成された技術者の数、レベル）の発現に貢献した効率性はやや低い
状況であるが、これらは長期的にみるべきものであろう。訓練中のカウンターパートが大臣及び
その他の上司の命令で現場査察に行き、訓練計画の円滑な実施の阻害となるケースが特に前半に
多発したが、この査察業務は結果的には実地訓練（OJT）となった面もある。

（４）インパクト
　査察報告に基づく100件以上の行政勧告・命令、RBOの予期以上の発展、国民の環境に対する
関心の高まりなど、数多くのプラスのインパクトが認められている。

（５）自立発展性
　基本的技術移転は完了し、また高級機器の保守管理契約が締結されるなど、エジプト側の政策
的、財政的サポートも育っており、自立発展性はあるとみられるが、技術的難度が高く測定頻度
の低い項目の分析に係る技術レベルの維持、CCCのラボラトリーとしての環境の改善、試薬の調
達ルートの確保などに留意が必要である。



２．効果発現に貢献した要因
　環境モニタリング・ネットワークの早期立ち上げに対するエジプト側の強いニーズ。

３．問題点及び問題を引き起した要因
　CCCが担う長期的役割と環境観測網構築の立ち上げ時期に行うべき日々の業務に乖離があったこ
と。効率の項の記述のとおり、査察などの実務が急増したこと。

４．結　論
　効率性は改善の余地があったものの、数多くのプラスのインパクトがあった。プロジェクト終了
後もこのようなインパクトが継続すれば、エジプト国内の環境規制基準の達成・遵守につながると
いえる。今後、より多くの便益を引き出すべく関係者の努力が望まれる。

５．提　言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）
　低頻度、高難度項目の反復練習、日本工業規格（JIS）によって訓練された項目のエジプト規格と
の照合、実フィールド・サンプルによる更なる訓練をプロジェクト終了時点までに行うことが望ま
れる。

６．教　訓
　CCC（及びRBOスタッフ）が適切にモニタリングができるようになるというプロジェクト目標を、
精度の高い分析、及び査察ができるようにする状態になるとの理解と、環境の質を評価し、必要な
環境改善措置を提言できる状態にまでなるとの理解等、プロジェクト関係者間でプロジェクトでめ
ざすべきことについての理解が微妙にずれることがあった。プロジェクト成功のためには、プロジ
ェクト関係者が合意を得た目標を明確に定義し、見解を一致させたうえで、全員が整合性のある行
動をとる必要があろう。
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第１章　終了時評価調査の概要第１章　終了時評価調査の概要第１章　終了時評価調査の概要第１章　終了時評価調査の概要第１章　終了時評価調査の概要

１－１　対象プロジェクトの概要及び調査団派遣の経緯と目的

　エジプト・アラブ共和国（以下、「エジプト」と記す）では、近年の工業化や都市化による水質汚濁

や大気汚染に対処するため、1994年に環境法を制定して環境基準・排出規制等を定め、エジプト

環境庁（EEAA）を同法の執行機関と定め、1998年２月より同法の施行を開始するとともに、環境基

準の達成状況の把握や規制基準の遵守状況を査察する権限を与えている。しかしながら、EEAAは

従来、主に各関係官庁との調整業務に従事していたため、モニタリング実施の体制を有しておら

ず、これを早急に整備していくことが不可欠となった。

　このため、エジプト政府はEEAAの下に、標準ラボラトリー及びトレーニングセンターの機能を

有するカイロ中央センター（CCC）を中心として、８か所の地域支局（RBO）を設立し、エジプト全

土をカバーする環境モニタリング・ネットワーク体制の確立を計画し、モニタリングに必要な機

材にかかる無償資金協力、及びモニタリングを実効的に行うための技術者訓練を目的としたプロ

ジェクト方式技術協力を我が国に対して要請してきた。

　これを受け、我が国は事前調査団、実施協議調査団の派遣を経て、CCC及びRBOが水・大気質

の一般環境及び発生源、産業廃棄物のモニタリングを適切に実施できるようになることを目標に、

1997年９月より５年間の協力を開始した。

　協力開始後は、1998年８月に運営指導調査団、1999年10月に巡回指導調査団、2001年３月に運

営指導調査団を派遣し、プロジェクトの進捗状況を確認するとともに、円滑なプロジェクト実施

のための協議をエジプト・日本側双方で行ってきた。

　本調査団は、協力期間終了（2002年８月31日）を５か月後に控え、これまでのプロジェクト実施

の成果を確認するとともに、プロジェクト終了後のエジプト環境モニタリング研修センタープロ

ジェクトのあり方について、エジプト側と協議することを目的に派遣したものであり、調査の具

体的な項目は次のとおりである。

（１） これまで実施してきたプロジェクトの活動、運営・管理状況、カウンターパート（C／P）へ

の技術移転状況について、日本人専門家及びカウンターパートからのヒアリング等を通じて情

報を収集し、エジプト側関係者との協議を通じて情報の共有・分析を行う。

（２） プロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）手法に基づき評価５項目（妥当性、有効

性、効率性、インパクト、自立発展性）の観点からプロジェクトの達成度を判定・評価のう

え、成果及び目標の達成を阻害した要因について分析する。

（３） 評価結果を日本・エジプト側双方で確認のうえで、協力期間終了までのプロジェクト活動

及びプロジェクト終了後の今後の対応策について検討し、提言を行う。

（４） 評価結果から他のプロジェクトの形成、運営、評価等の参考となる教訓及び提言を導き出

す。
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１－２　調査団の構成と調査期間

（１） 調査団の構成

（２） 調査日程

担当分野 氏　名 所　属
団長／総括 石田　滋雄 国際協力事業団 国際協力専門員

環境モニタリング 井上堅太郎 岡山理科大学 総合情報学部 社会情報学科教授（エジプト
環境モニタリング研修センタープロジェクト国内委員長）

分析技術 古塩　英世 川崎市環境局 公害研究所 主査
協力企画 大村　文 国際協力事業団 社会開発協力部 社会開発協力第二課
評価手法 中村　展子 国際協力事業団 企画・評価部 評価監理室
評価分析 監物　順之 中央開発株式会社 海外事業部長

日順 月日 曜日 時間 行程／活動
１ ３月21日 木

12:45
16:45
10:20
15:05

（官団員） （コンサルタント）
成田発（NH209） 　３月15日成田発
フランクフルト着 　　　　　フランクフルト着
関空発（LH741）
（井上委員長） ３月16日フランクフルト発
　　　　　　　３月17日カイロ着

２ ３月22日 金 10:30
15:30

フランクフルト発（LH590） ３月17～22日事前調査
カイロ着

３ ３月23日 土 10:00
11:30

EEAA長官表敬、長官からのヒアリング
CCC訪問、CCC所長からのヒアリング
在エジプト日本大使館、JICAエジプト事務所、プロジェクト専門家と
の打合せ

４ ３月24日 日 14:20
15:30

EEAA地域部（BACD）部長表敬、部長からのヒアリング
環境大臣表敬
プロジェクト専門家・C／Pからのヒアリング

５ ３月25日 月 10:30
13:00

他ドナーとの情報交換米国国際開発協力庁（USAID）
同上デンマーク国際開発援助庁（DANIDA）
プロジェクト専門家・C／Pからのヒアリング

６ ３月26日 火 10:00

13:00

井上委員長による講義、意見交換（CCC所長、RBOラボラトリー・マ
ネージャー対象）
EEAA/RBOラボラトリー・マネージャーとの評価ワークショップ
プロジェクト専門家・C／Pからのヒアリング

７ ３月27日 水 10:00

13:30

井上委員長による講義、意見交換〔CCC及び大カイロ地域支局
（GCRBO）スタッフ対象〕
他ドナーとの情報交換（DANIDA EIMP担当）
プロジェクト専門家・C／Pからのヒアリング

８ ３月28日 木 団内打合せ
９ ３月29日 金

13:00
団内打合せ
移動（カイロ→アレキサンドリア）

10 ３月30日 土  9:00

16:00

地域環境マネージメントワークショップ出席
アレキサンドリア地域支局（ALXRBO）視察
移動（アレキサンドリア→カイロ）

11 ３月31日 日  9:30 ミニッツ協議
12 ４月１日 月 13:30

19:00
ミニッツ署名・交換
調査団主催レセプション

13 ４月２日 火 14:30
16:00

在エジプト日本国大使館への報告
JICAエジプト事務所への報告

14 ４月３日 水  7:30
11:55
19:45
18:55

カイロ発（BA154）
ロンドン着
ロンドン発（JL402）
ロンドン発（JL422）（井上委員長）

15 ４月４日 木 15:15
14:50

成田着
関空着（井上委員長）
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１－３　主要面談者

（１） EEAA

Dr. Mamdouh Riad 環境大臣

Dr. Ibrahim Abdel Gelil EEAA長官

Dr. Ali Abou Sedira EEAA次官

Dr. Mawaheb Abou El Azm CCC所長

Gen. El-Sayed El Sharkawy BACD部長

Eng. Dahlia Lotayef 技術協力計画・フォローアップ部部長

Dr. Nader Shehata Doss グレーターカイロRBOラボラトリー・マネージャー

Ms. Manal El-Tantawy マンスーラ地域支局（MNSRBO）ラボラトリー・

マネージャー

Dr. Fatma Abou Shouk ALXRBO所長兼ラボラトリー・マネージャー

Ms. Laila El Khawli スエズ地域支局（SEZRBO）ラボラトリー・マネージャー

Mr. Sayed Moustafa El-Sayed タンタ地域支局（TNTRBO）ラボラトリー・マネージャー

（２） 在エジプト日本大使館

竹村　淳一 一等書記官

（３） JICAエジプト事務所

中村　三樹男 所　長

岩間　敏之 次　長

花立　大民 所　員

（４） エジプト環境モニタリング研修センタープロジェクト

長島　俊一 チーフアドバイザー

神谷　哲郎 業務調整

松井　義雄 水質モニタリング専門家

栗谷　泰 水質モニタリング専門家

間篠　善一 大気質モニタリング専門家

橋本　正雄 大気質モニタリング専門家

（５） その他

Mr. Alan Davis USAID環境部門チーフ
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Ms. Holly Ferrette USAID Egyptian Environmental Policy Program

（EEPP）プロジェクト・オフィサー

Mr. Glenn Whaley USAID Cairo Air Improvement Project（CAIP）

プロジェクト・オフィサー

Dr. Jorgen F. Simonsen DANIDA Environmental Sector Program（ESP）

プログラム・チーフアドバイザー

Ms. Margot Nielsen DANIDA ESPプログラム

Eng. Ahmed A. Elseoud DANIDA Environmental Information and Monitor-

ing Program（EIMP）プロジェクト・マネージャー
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第２章　終了時評価の方法第２章　終了時評価の方法第２章　終了時評価の方法第２章　終了時評価の方法第２章　終了時評価の方法

２－１　PDMの変遷と評価用PDM（PDMe）

（１） PDMの変遷

　本プロジェクトにおいては、事前調査以後、終了時評価時点までの間にプロジェクト・デザ

イン・マトリックス（PDM）は４回作成されている。

１）　Tentative Project Design Matrix Version 1（PDM1）

　事前調査の際に作成され、1996年９月22日に署名、交換されたミニッツに添付されたも

ので、本プロジェクトの概要（上位目標、プロジェクト目標、成果、活動）は、この時点で決

まっているが、指標、外部条件の記載はない。

２）　Tentative Project Design Matrix Version 2（PDM2）

　実施協議調査の際に作成され、1997年６月16日に署名、交換されたミニッツに添付され

たもので、PDM1に比しプロジェクト概要の意味の明確化、指標及び外部条件の追加記載が

なされているが、指標の数値化は全くなされていない。

　なおPDM1においてカイロ中央センター（CCC）及び地域支局（RBO）とされた訓練の対象

がPDM2では、CCCに限定されCCCにおけるカウンターパート（C／P）がRBOを訓練すると

の重要な変更がなされている。

３）　Tentative Project Design Matrix Revised Version（PDM2R）

　第１回運営指導調査の際に作成され、1998年９月１日に署名、交換されたミニッツに添付

されたもので、以下の変更がなされている。

①　PDM2の語句・表現をより正確に改めた

　上位目標の「環境基準」という表現を「環境規制基準」への書き換え等。

②　成果及び活動にラボラトリーの運営・管理に関する項目を追加

　CCCがより適切に運営されることは、自立的活動のために重要であることから、成果２

に「CCCスタッフが独力でCCCを運営できるようになる」を、また活動欄に関連項目を追

加した。

③　情報システム確立に関する表現の変更

　エジプトにおいては政治的理由から情報公開が現実的でないことから、成果５「モニタ

リング情報の提供・公開システムが確立する」を本プロジェクトにおいて行うべき内容に

あわせ「モニタリング情報の管理システムが確立する」に変更。併せてPDM2の活動に

あった「情報管理システムの確立」を実状にあわせ「データ管理システムの確立」に変更

した。

④　指標項目の具体化（数値化できる項目にはしたが数値目標は示されていない）。

　以上の他、成果・活動の記載順序の見直しが行われている。また運営指導調査団は、指
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標のデータを定期的に取りまとめ、状況を把握していくことによりプロジェクト目標に向

けた適切な活動が行われるよう、適宜協議していくことをエジプト側と確認している。

４）　Project Design Matrix Version 3（PDM3）

　第２回運営指導調査の際に作成され、2001年３月28日に署名、交換されたミニッツに添

付されたもので、プロジェクト目標、上位目標はPDM2をそのまま踏襲しているほか、以下

の特徴をもつ。

①　タイトルからTentativeの語を削除。

②　これまで記載のなかったターゲットグループ（CCC及びRBOスタッフ）及びプロジェク

ト対象地域（カイロ、アレキサンドリア、タンタ、マンスーラ、スエズ）を明示。ターゲッ

トグループは、これまで建前上CCCのみであったが、実際には1999年４月よりアレキサ

ンドリア等のRBOが活動を開始し、RBOスタッフの訓練までプロジェクトで実施してき

たという実状にあわせてRBOを含めたかたちで明確化され、併せて対象地域に含められ

た。

③　プロジェクト目標「CCC及びRBOが水・大気質の一般環境及び発生源及び産業廃棄物の

モニタリングを適切に実施できるようになる」は変更ないが、“モニタリング”の解釈を「環

境測定の計画と実施、取得データの分析・評価・報告を意味する。またインスペクション

を含めてモニタリングと呼ぶ」と定義した。

④　指標の更なる明確化が進められた。

　スタッフの到達能力に関しグレード１、グレード２の概念を初めて導入した。

（２） 評価用PDM（PDMe）

　PDM3は、１年後に実施が予定されている終了時評価を念頭に置き、そのまま評価用PDM

（PDMe）として使用することを目的として作成した。よって、PDM3をそのまま評価用PDM

（PDMe）とした。

　PDM1、PDM2、PDM2R、PDM3（PDMe）を付属資料２.に添付する。

２－２　主な調査項目と情報・データ収集方法

（１） 主な調査項目

　まずPDMに従いプロジェクトの実績（投入の実績、成果の達成度、プロジェクト目標・上位

目標の達成度・見込み）を確認し、さらに実施のプロセス（モニタリングと軌道修正の状況、日

本・エジプト側双方との共同作業の状況・信頼関係の構築の状況等）の調査を実施した。その

うえで、これらの実績を踏まえ、PDMに記載された指標をベースに５項目（妥当性、有効性、

効率性、インパクト、自立発展性）の評価を実施するために必要なデータを入手した（以上の調
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査項目の詳細、及び調査結果は付属資料10.に「評価グリッド・調査結果表」として添付する）。

（２） 情報・データ収集方法

　情報・データの収集には以下の方法を用いた。

１）　資料調査

①　過去の調査団報告書（環境分野基礎調査団報告書、事前調査団報告書、実施協議調査団

報告書、第１次運営指導調査団報告書、巡回指導調査団報告書、第２次運営指導調査団報

告書）

②　プロジェクト報告書（四半期報告書、長期・短期専門家総合報告書）

③　プロジェクト作成資料（投入実績表、成果実績表等）

④　エジプト環境庁（EEAA）資料（年次報告書1999～2000年、エジプト環境法Law No.4/

1994、同施行政令Prime Minister ’s Decree No.338/1995、同実施規則Executive

Regulation of Law No.4 of 1994、RBO予算推移書）

２）　質問票及びアンケート

①　EEAA（長官、地域部長）、CCC（所長及びスタッフ）、RBO（ラボラトリー・マネー

ジャー及びスタッフ）への質問票

②　長期専門家へのアンケート（アンケート調査の結果は付属資料11．に示す）

３）　面談調査

①　日本人長期専門家（６名）

②　エジプト側カウンターパート（CCC所長及びスタッフ、RBOラボラトリー・マネー

ジャー及びスタッフ）、EEAA幹部（長官、地域部長等）

③　他ドナー関係者〔米国国際開発協力庁（U S A I D）、デンマーク国際開発援助庁

（DANIDA）〕

４）　実地調査

　CCC、グレーターカイロRBO、アレキサンドリア地域支局（ALXRBO）ラボラトリーの現

場実視調査
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第３章　調査結果第３章　調査結果第３章　調査結果第３章　調査結果第３章　調査結果

３－１　現地調査結果

（１） 成果の達成状況成果の定義・要求達成水準に対する認識の違いから、成果達成状況につい

ての日本人専門家の意見は分かれている。また、エジプト人カウンターパート（C／P）は、自

己の専門的分析技術については自信をもっているが、評価・報告書作成技術に関して、一部の

人はより多くの研鑽が必要だと考えている。詳細は、付属資料10．「評価グリッド・調査結果

表」に、アンケート調査の結果は、付属資料11．「アンケート調査結果」にまとめて示す。

（２） 投入の適切さ

　投入については、日本人専門家及びエジプト人カウンターパートともに「適切である」との判

断が支配的であるが、一部に例外があることも事実である。詳細は、付属資料10．「評価グ

リッド・調査結果表」に、アンケート調査の結果は、付属資料11．「アンケート調査結果」にま

とめて示す。

３－２　プロジェクトの実績

３－２－１　投入の実績

　本プロジェクトに対する投入実績（プロジェクト終了時までの見込みを含む）は以下のとおりで

ある（詳細は「付属資料４．」参照）。

（１） 日本側の投入

１）　専門家の派遣：長期専門家延べ14名　計333.2MM、短期専門家22名　計28.5MM、合

計361.7MM

２）　機材供与：計１億3,543万5,000円

３）　エジプト人カウンターパートの本邦研修受入れ：カウンターパート研修10名

４）　現地業務費：計3,707万1,000円

５）　（関連投入）

①　無償資金協力（機材供与）９億2,400万円、単独機材供与4,000万円

②　エジプト人カウンターパートの研修受入れ：集団研修９名、国別特設研修20名

③　個別専門家派遣：６名、青年海外協力隊（JOCV）派遣：３名

（２） エジプト側の投入

１）　カウンターパートの配置：本部及びCCC12名、RBO58名　計70名（2002年３月現在）
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２）　運営要員の配置：テクニシャン18名、事務員６名、用務員６名、運転手６名　合計36

名（2002年３月現在）

３）　プロジェクト運営費3,336万3,000円（2001年12月現在）

４）　実験室整備：約1,000万円

５）　４RBO経費（建物建設を含む）：約５億4,848万4,000円

６）　運営経費：約１億8,000万円

３－２－２　成果の達成度

（１） 成果１．CCC及びRBOスタッフが水質・大気質・廃棄物のサンプリング、分析及び評価

方法を身につける。

〈指標〉

1-1 2002年までにCCCスタッフの100％が（担当分野で）グレード１水準（トレーニングを終

了し、マニュアルに従って分析が可能なレベル）に達し、スタッフの60％がグレード２水

準（モニタリング／インスペクションを計画でき、モニタリングの結果から環境の質を評

価でき、分析上のトラブルの解決、及び最適な分析方法の選択・実施ができるレベル）に

達する。

1-2 2002年までにRBOスタッフの100％が（担当項目で）グレード１水準に達する。

「「「「「グググググレレレレレーーーーードドドドド１１１１１」」」」」、、、、、「「「「「グググググレレレレレーーーーードドドドド２２２２２」」」」」ののののの内内内内内容容容容容にににににつつつつついいいいいててててて

　本プロジェクトの運営指導調査時に以下のとおり規定されている。

〈グレード１〉
　スタッフの全員がプロジェクト目標であるモニタリングの実務の実施のために、最低限
身につけなくてはならない技能・知識。具体的には、環境情報の分析を定められた手順
（マニュアル）に従って遂行すること。
　また、担当項目について日本人専門家が設定した研修に出席し、修了証を受領している
こと。

〈グレード２〉
①　モニタリング注）／インスペクション注）の計画を策定できること。
②　モニタリングの結果から、環境の質を評価できること。
③　分析上のトラブルの解決及びEnvironmental Protection Agency (EPA) Methodな
どのなかから最適な分析方法を選択し実施できること。
注）モニタリングとは（インスペクションを含む）、環境情報の測定にかかわる一連の業務（計画策定、

測定作業、結果の分析、評価、報告）を継続性をもって（自立性をもって）行うこと。

　ただし、本プロジェクトのスコープとしては、グレート２が60％達成されることであ
る。60％の定義については後述「（２）水質及び大気質のグレード２レベルの成果達成度」
参照。
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〈調査結果〉

　水質及び大気質については、かなりの成果が達成されつつあるが十分ではない。また、

水・大気質で進捗に若干の差がみられるのは専門家の投入の差にもよるところと考えられ

る。なお、後述する事情（３－２－２（１）、１）参照）により遅れていた廃棄物については、

2002年３月に派遣された短期専門家により研修が開始されたばかりであるが、６月までには

相当の進捗が期待される。

１）　水質及び大気質：グレード１レベルの成果到達度

①　測定頻度の高い大多数の分析項目の分析技術は、ほぼ定着しつつあると判断できる

が、他方、測定頻度が低く、技術的難度が高いものについては、訓練自体は実施された

もののこれまで実務的要請がなかったので、技術の定着度は不明である。技術の定着の

ためには、将来に備えて更なる反復練習が望まれる。

　プロジェクトでは以下の要件を満たした者をグレード１のレベルに達したと認定して

いる。

ア．修了証書を取得した者（訓練に80％以上出席し、かつレポートの内容により専門

家が認定した者）

イ．カウンターパート研修に参加し、当該項目について日本において修了証書を取得

した者。

　この定義によれば、CCCにおいてはヒ素を除く水、及び大気のすべての分析項目に

ついて、また、各RBOにおいてはヒ素及びRBOに機器〔ガスクロマトグラフ（GC）－質

量分析計（MS）、高速液体クロマトグラフ（HPLC）〕が供与されていないため、実習不能

な数項目を除くすべての分析項目について、各々最低２名以上が訓練を終了し、修了証

書を取得している。ただし水質においては、有機化合物（揮発性有機化合物、農薬及び

漏油）については、短期専門家により訓練が実施され、修了証も発行されたが、漏油の

実験についてだけは修了証が発行されていない。

　なお、プロジェクト側の説明ではヒ素は輸入許可がおりず、したがって入手不能のた

め訓練を実施していないとのことであった。しかし、その後調査団は、帳簿上では

CCCに存在しないはずのヒ素の在庫を確認した。事実は、1998年にはヒ素の標準溶液

は入手されていたにもかかわらず、当時の専門家がそのことを知らずに1999/2000年度

に２度輸入を試みたが、輸入商から無理であるといわれたために諦めてしまっていたの

である。ヒ素は、確かに一般には輸入禁止品目であるが、エジプト環境庁（EEAA）のサ

ポートがあれば輸入可能であった。ともあれ、当面の訓練に必要な試薬の存在が判明し

たので、プロジェクト終了前に研修を行うこととなった。
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　また、訓練修了者がその後退職してしまったケースもあるが、日本研修で修了証書を

取得した者も含めると、現在CCC及び各RBOとも最低１名は修了証書取得者が残って

おり、活動の中心を担っている。

　以上の事実に基づき、プロジェクトではCCCスタッフ及び各RBOスタッフともグ

レード１の成果は充足したとしている。

②　調査団の現場調査（日本人専門家及びカウンターパートに対する聞き取り調査、ラボ

ラトリーでの分析作業観察調査）及びCCC、RBOのモニタリング報告書チェックによっ

ても、現場での分析頻度の高い重要項目については、CCC、RBOスタッフともに最低

各１名はグレード１レベルの成果は充足していると判定できる。これらの項目において

は、先輩による新人教育も始まっており、技術は定着しつつあるといってよい。

③　しかし、現場での分析頻度が低く技術的難度の高い分析項目、具体的に水質では有機

化合物及び農薬、また大気では悪臭（GC）、揮発性有機化合物、試料採取・分析が特殊

な煙道排ガス（オルザット法、SOx、NOx、煤塵）、等については、訓練後、実際に現

場で分析が行われたケースはほとんどなく、また実験室での反復練習も行われていな

い。また、専門家に対する聞き取り調査においても、カウンターパートが実際に１人で

分析できるかは確認していないとのことである。以上の情報から判断する限り、訓練終

了直後の時点では分析を実施できたと思われるものの、現時点ではできなくなってし

まっている可能性があると思われる。

　習得技能の維持・発展のためには反復練習が必須であり、これらの項目は分析の必要

性がこれまで低かったが、反復実習の機会が少なかったことで実際上あまり問題とは

なっていないようであるが、これらのなかで近い将来必要が高まる可能性が高いと思わ

れる項目については、選択的に再訓練を行い、能力の定着を図る必要がある。

２）　水質及び大気質：グレード２レベルの成果到達度（付属資料８.「グレード２の定義」参照）

　調査団がプロジェクト側と協議し、本プロジェクトにおいて到達目標となっている「グ

レード２の60％水準」に達したと認定するためには、環境規制基準値との比較ができるこ

と、汚染物質や汚染度について環境汚染の観点から問題の軽重を推定・評価できること、

測定計画や測定方法等を見直すことができることに加えて、以下の要件を満たすものであ

ると確認した。

①　一般環境モニタリングによる汚染データを基に汚染源との関係について、定性的な解

析・評価ができること

②　発生源インスペクションによる排出状況データについて、発生源の操業状況等の活動

との関連において評価できること
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　この定義に従い、プロジェクトの成果を評価するにあたり、専門家のカウンターパート

に対する評価、実施済みの実地訓練（OJT）レポート及びプロジェクトから提示された農業

排水路調査レポート、マンザラ湖魚死原因解明レポート（インスペクション・レポートの

一部）を利用した。

　水質分野の実施済みOJTであるナイル川調査（第１回共同実験、2001年）、マッセルウ

オッチプログラム（2002年）、及び農業排水路調査レポート、マンザラ湖魚死原因解明レ

ポートから、水質関係カウンターパートが「グレード２の60％水準」に達しているとの結論

に達した。

　一方、CCCの大気質関係カウンターパートについては、OJTレポートがなく、また、

発生源インスペクションのなかから「グレード２の60％水準」に達していると評価できるよ

うな実績の提示もなされなかった。したがって、大気質分野カウンターパートは調査時点

では「グレード２の60％水準」を達成していないとの結論に達した。しかし、プロジェクト

期間終了までに大気質分野のOJTが計画されており、これが予定どおりに行われれば、大

気質分野においても目標レベルに到達することが期待される。

３）　廃棄物の成果到達度

　プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の成果１では、水・大気質と並び廃棄

物についても「CCC及びRBOスタッフがそのサンプリング・分析及び評価方法を身につけ

ること」となっているが、廃棄物分野については、調査時点ではまだほとんど充足されて

いない。

　これは以下の経緯によるものである。

①　本プロジェクトの実施協議時点（1997年６月）で水質及び大気質を優先し、固形産業廃

棄物については、水と大気の進捗状況を考慮したうえでプロジェクトの後半に実施され

るべきことが合意された。

②　巡回指導調査時点（1999年10月）で2000年度に短期専門家の派遣によって協力を開始

することが合意され、また協力内容は産業廃棄物のサンプリング、及び分析手法の指導

とするとの希望が表明された。

③　第１回短期専門家が2001年１月末から３か月間派遣された。

④　第２回短期専門家の派遣が2002年３月に予定されており、調査時点ではまだ十分な活

動がなされていない。

　第２回目の短期専門家派遣が2002年３月に実現したことにより、本プロジェクト終了ま

でにはある程度の成果が達成できるものと期待される。
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（２） 成果２．CCCが独力でラボラトリーを運営できるようになる。

　成果２の指標及びその調査結果は表３－１のとおりである。一般的にはラボラトリーが独

自の歩みを進めるためには、組織的な必然性と測定需要、運営に必要な経費の確保、及びス

タッフの技術力・組織への定着・モチベーションの維持などが欠かせない要件である。少な

くともスタッフの技術力については、独力でラボラトリーを運営して行くことは可能ではあ

るが、改善すべき点としては、特にCCCのEEAAにおける位置づけ、職能及びCCC内部に

おける各員の責任・役割、内部運営規則等を文書で明確にすることが重要である（エジプト

側によればCCCはこれまでのEEAA長官直属から、Environmental Quality Sector所属に

変更になることがEEAA内部では決定しているが、正式には閣議による承認が必要とのこと

である）。

　なお、ラボラトリー運営には試薬・実験器具の管理、廃液処理等の技術・ハード面だけで

なく、マネージメントというソフト面の管理能力が必要となる。このソフト面については、

本プロジェクトの活動を通してはカバーしきれないところもあるため、CCC所長の判断で、

デンマーク国際開発援助庁（DANIDA）によりRBOに対し、ラボラトリー・マネージメント

研修が行われた実績がある。

表３－１

指　標 調　査　結　果
2-1 バランスのとれ
た人員構成と役
割分担の明確さ

１．CCCの組織は、所長の下に水部門と大気部門に分かれ、騒音、悪臭は大
気部門の担当となっている。調査時点での人員は所長１名、水部門ケミス
ト５名（採用年月：1997年１月、1998年３月、1998年９月、1999年１月、
2001年７月）、大気部門ケミスト５名（1997年１月、1997年３月、2001年
３月、2001年６月、2002年１月）、水テクニシャン３名（1997年４月、1999
年９月、2001年４月）、大気テクニシャン２名（1997年10月、1999年３月）、
事務員１名、用務員１名、運転手１名の合計16名であり、人数的には必要
最低限度は確保されている。ケミストはシニアが少なく、特に大気部門の
チーフケミストが不在である点は問題がある。発展途上の組織であること
から、ケミストの経験年数が全体的に短く、特にここ数年の入庁者のほと
んどが大学新卒者であり、これら新人に対する教育・訓練がカギとなる。

２．各人の業務内容、責任・役割分担、指示・チェック系統が文書で明示さ
れておらず、加えてCCCそのもののEEAA内における位置づけ、役割が明
文化されていない。

2-2 実験器具管理状
況
2-3 試薬管理状況

１．本プロジェクトのラボラトリー・マネージメント訓練により、器具管理
台帳、試薬・消耗品管理台帳が整備され、点検・保管・利用状況・在庫状
況は記録され、補充計画に活用されている。

２．しかし、管理規定が明文化されていない。
３．また、ラボラトリーの広さの問題から試薬、ガラス器具等の戸棚が不足
している。整理・整頓だけで解決する問題ではなく、移転を含めた抜本的
解決策が必要である。

2-4 ラボラトリーか
らでる廃液、廃ガラ
スなどの処理状況

廃液、廃ガラス等は１か所にまとめて保管され、外部業者に処理を委託して
いる。しかし外部業者がそれをどのように処理しているかはわからない。

2-5 CCCの予算執行
状況

CCCの予算は、1997年度100万LE（約2,600万円）、その後毎年120万LE（約
3,120万円）で推移してきた。2002年度予算は未定であるが、3RBOの新規立
ち上げにかかる経費を考慮して200万LEを要求している。過去の執行の明細
は入手できなかったが、高額の機器保守契約締結、試薬・消耗品の購入、多
数の査察業務の実施といった実績から順当に執行されているといえる。
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（３） 成果３．CCCスタッフがRBOスタッフを指導することができるようになる。

〈指標〉　CCCスタッフによるRBOスタッフの指導状況

〈調査結果〉　水・大気とも各２名は指導する力がついていると思われるが、以下に示すとお

り経験が不足している。

　当初の計画では日本人専門家がまずCCCスタッフを訓練し、CCCスタッフの技術が向上

したあとにCCCスタッフがRBOスタッフを訓練することになっていた。当初の予定に沿っ

て、水・大気質の初歩コース研修を以下に示すとおり２回づつ行った。研修方式は各RBO

よりそれぞれ２名のスタッフをCCCに集め、CCCスタッフが日本人専門家の支援を受けな

がらRBOスタッフに対し、講義及び実習を行い、終了後ペーパーテスト（科目によっては報

告書提出）により認定を行い、修了証書を発行している（2000年１月実施の水質Bコース後半

はCCCスタッフが日本人専門家とともにRBOに出向いて実施した）。

　上記各コース以外については、CCCスタッフによるRBOスタッフへの研修は行われてい

ない。これは、RBOの早期立ち上げが緊急に必要とのエジプト側の考えがあり、RBOス

タッフ配置が予想以上に早く進み、また正式開所前であるにもかかわらず、実質的な業務が

入ってきたためである。よってエジプト側の強い要請に基づき、専門家によるCCCスタッ

フに対する訓練実施の際に各RBOから２名づつ参加し、CCCスタッフと同時に研修を受け

ることとした。

　現時点では、CCCスタッフのうち、少なくとも水・大気質各２名は、技術を身につけて

きており、指導することはできると思われるものの経験が不足している。プロジェクトで

は、今後、プロジェクト終了期間までに対象者を絞って優秀なCCCスタッフに対しトレー

ナーとしての訓練を集中的に行う予定である。

表３－２　CCCスタッフによるRBOスタッフの研修

実施年月 実施コース 項目数 項　目

1999年４月 Aコース 11
温度、pH、TSS、SS、TDS、BOD、
COD、色、電気伝導度、濁度、TOC

水　質
1999年５月/
2000年１月

Bコース
（原子吸光分析）

12
Al、Ba、Be、Cd、Cu、Fe、Pb、Mn、
Ni、Ag、Zn、全金属

1999年４月～
1999年５月

HVエアサンプラー、
LVエアサンプラー、
移動測定車

３

６

High Volume Air Sampler、
Low Volume Air Sampler
原子吸光分析
（水質のBコース訓練前半に参加）
NOx、SO2、PM10、CO、HC、O3

大気質

1999年６月 携帯分析器 ５ NOx、SO2、CO、HC、O2
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（４） 成果４．環境測定情報が蓄積され、適切に管理されている。

〈指標〉　データファイル整備状況（2002年までに実施サンプリングのすべてをファイルとし

て整理）

〈調査結果〉　調査時点では整備段階であり、プロジェクト期間終了時までには情報の蓄積の

基本は完成すると思われる。

　これまでCCC及びRBOにて実施されたすべてのモニタリング／インスペクションの記録

はEEAAの地域部に報告されるとともに、それぞれの実施者の手元にそれぞれの方式でファ

イルされていた。本プロジェクトでは統一システムを制定し、各RBOにコンピューターを

導入、業者に依頼のうえ作成したソフトをインストールして1,200件あまりの過去の記録

を、統一フォーマットに変えて入力実施中である。いずれはネットワークで結び、どこから

でも利用できるようにする構想であるが、電話回線の問題があり、当面は他の地域のデータ

がほしい場合、ハードコピーあるいはフロッピーを送ってもらうことになろう。

３－２－３　プロジェクト目標の達成度

（１） プロジェクト目標

　CCC及びRBOが水・大気質の一般環境及び発生源、及び産業廃棄物のモニタリングを適

切に実施できるようになる。

（２） 指　標

　CCC及びRBOのモニタリングの計画、実施状況

（３） 調査結果

１）　既にCCC及びRBOは以下のとおり合計で水質623件、大気質581件の環境モニタリング

／インスペクション（大部分は発生源査察）を実施し、報告書を提出している。

表３－３　水・大気質モニタリング／インスペクション報告書数（1999～2001年）

水　質 大気質 合　計

CCC 192 34 226

GCRBO 70 232 302

ALXRBO 91 88 179

SEZRBO 46 46 92

MNSRBO 136 136 272

TNTRBO 88 45 133
合　計 623 581 1,204
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　なお、上記はほとんどが上位者（大臣等）からの命令にもとづき、CCCあるいはRBOが

行った発生源査察業務であり、結果的にはOJTとなったが、専門家が計画的に指導した

OJTとは区別される。プロジェクトがOJTとして計画・指導・実施したOJT及び進行中の

OJT（主として一般環境モニタリング）としては以下のものがある。

〈水質部門〉

①　工場廃水調査（CCC、1998年）

②　第１次ナイル川水質調査〔CCC、大カイロ地域支局（GCRBO）、1999～2000年〕

③　第２次ナイル川水質調査〔CCC、GCRBO、タンタ地域支局（TNTRBO）、マンスー

ラ地域支局（MNSRBO）、2001年〕

④　第３次ナイル川水質調査・第１次共同実験（CCC、全RBO、2001～2002年）

⑤　マッセルウオッチプログラム〔CCC、スエズ地域支局（SEZRBO）、2001年〕

⑥　第２次共同実験（CCC、全RBO、2002年）

⑦　ナイル川底質調査・第３次共同実験（CCC、GCRBO、2002年）

〈大気部門〉

①　移動測定車を活用した大気監測OJT（2002年）

②　煤塵測定OJT（2002年）

　上記によって、水質及び大気質とも量的側面からはプロジェクト目標を達成した、ある

いは達成しつつあるといえる。

２）　しかし報告書の質の面で、汚染の状態を発生源との関係でとらえているのは調査時点

では水質のみであり、大気質に関しては更なる訓練が必要である。これは、前述のとおり

大気に対する専門家の投入が水質に対して少なかったことも原因の１つと考えられよう。

上記計画・実施中のOJTがプロジェクト終了時までに完了すれば、水・大気質とも目標を

達成できるとみられる。

３）　産業廃棄物については、ナイル川底質調査が測定・分析技術の面でそれに近い内容で

あるが、モニタリングを実施し、報告書を作成した例は、調査時点ではまだ皆無であっ

た。廃棄物については、水・大気質に比し活動の重みづけが低く、専門家の投入も限られ

ており、やむを得ないといえる。

３－２－４　上位目標の達成度

（１） 上位目標

　エジプトにおいて環境法の施行により環境規制基準が遵守される。
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（２） 指　標

　Black Spots Area注１における水・大気質

（３） 調査結果

　PDMに記された指標の値は入手困難である（PDMでは情報源としてEEAA年次報告書が

あげられているが、EEAA年次報告には水・大気質のデータは記載されていない）。また仮

に入手できたとしても、この指標値が数年間の短期間で劇的に変化しているとは思えない。

　上位目標に対するインパクトは、短期的・直接的な効果だけでなく、長期間にわたって間

接的・累積的に表れる波及効果も含めて考えるべきもので、本プロジェクトの期間中だけで

評価しきれるものではない。本プロジェクトの直接的な効果としては、本プロジェクトが訓

練したCCC並びに各RBO職員が実施した1,200件を超えるモニタリング／インスペクション

をあげることができる。これらのモニタリング／インスペクションは、EEAAの業務命令に

よって行われたのであるが、作成された報告書に基づき、エジプト政府は汚染発生源事業体

に対し、改善を求める行政命令・勧告を既に100件以上出しており、その結果、実際に廃水

処理設備の改善を実施した事業体も出始めている。こうした動きは、今後も持続されると十

分に考えられことから、上位目標の達成には更に長い時間が必要であることは事実である、

少なくとも事態は意図した望ましい方向に少なくとも歩みを開始したといえる。

３－３　CCCの機能について

　本プロジェクトの中心となる実施機関であるCCCの機能としては、①環境法施行に伴い急増し

つつある環境苦情に対応するための発生源モニタリング・ネットワーク（CCC/RBO）の中枢的実施

機関（特にRBO立ち上げまではその代行機関）という目先の現実的役割と、②環境モニタリングの

訓練センター及びレファレンス・ラボラトリーをめざすという中・長期的目標の二面性をもつこ

とが確認された。モニタリング実施機関としては、行政上必要な最低限の項目を必要最低限のレ

ベルで一刻も早く立ち上げるというニーズがあり、中・長期的目標においては国際的にも認知さ

れるような技量の整備・確立が求められる。本プロジェクトにおける訓練は、このように異なっ

た要求を両立させることが求められていたが、各年次における重点の配分について、関係者の間

で話し合い、合意が十分になされていたとは言い難いところもあった。実状からみるとこれまで

は査察実施機関としての現実的役割が重視されていたが、RBOの充実に伴い今後は中・長期的役

割が重視されてくると思われ、スタッフにはレファレンス・ラボラトリーの研究者と、訓練機関

のトレーナーとしての能力が求められてくる。

　過去においてエジプト側が重視する査察機関としての業務が、日本側の訓練計画の実施の度々

注１ Black Spots Area：汚染の深刻な地域　マリュート湖、マンザラ湖、ダミエッタ支流下流部等
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の変更を余儀なくするとの考えも専門家の間にあったが、プロジェクトではこれをOJTとしてとら

え、積極的に利用・協力したことにより、結果的にスタッフの実技の反復・訓練となり、技能の向

上に役立ったうえに、多くの査察報告書が行政に活用されたというよいインパクトをもたらしてい

る。

　今後、訓練センターをめざす場合、現在のCCCスタッフのなかで、RBOスタッフより年齢も若

く経験も浅いスタッフが、RBOのスタッフを訓練することには無理がある。今後、CCCはRBOの

新人あるいは他省庁、地方政府（県レベル）、さらには民間企業等の経験の浅い環境監測担当者の

教育・訓練を求められることになろう。この面では基礎的技術がしっかりと身についていること

と、教育・訓練の経験が重要であるが、同時に高度な分析・評価もできることにより、訓練生か

ら高度な専門性を認められる存在となることも必要となろう。
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第４章　評価結果第４章　評価結果第４章　評価結果第４章　評価結果第４章　評価結果

４－１　評価５項目の評価結果（付属資料10.「評価グリッド・調査結果表」参照）

４－１－１　妥当性

　本プロジェクトは、開発途上国の環境管理の拠点づくりを目的とするいわゆる「環境センター

プロジェクト」の一環として実施されたものであり、我が国の援助政策・国別事業実施計画との

十分な整合性を有している。また、本プロジェクトは、エジプトで深刻となった水質汚濁や大

気汚染に対処するために制定された環境法の執行機関となった環境庁に対する技術協力であり、

被援助国のニーズに十分に応えたものといえる。

　エジプトの環境法は1994年に制定され、1998年２月より施行されたが、本プロジェクトが開

始された1997年時点には、エジプト環境庁（EEAA）は環境モニタリング実施体制を全く有してお

らず、その立ち上げは急務であった。本プロジェクトでは、こうしたエジプト側のニーズに応

え、カウンターパート（C／P）職員が査察業務を行えるまでの技術指導を短期間に集中して行い

成果を上げている。さらに、その後EEAAが求めてきたエジプト全土に展開する環境モニタリン

グ・ネットワークの構築のために、地方における環境管理の拠点である３か所の地域支局

（RBO）・ラボラトリー職員に対してもカイロ中央センター（CCC）と同時並行して技術指導を

行ったため、それらのRBOが予想を上回る早さで順次立ち上がりつつあり、現在、担当地域の

モニタリングが遂行可能なまでに成長している。残りの３か所のRBOに対して同様の協力が実

施される予定である。また、EEAAは、厳しい財政状況にもかかわらず、CCCと各RBOの運営

及び分析機材の保守に対し予算を確保し、毎年職員の増員を行っており、現在の環境政策の優

先度も依然として高いことがうかがわれ、十分な自立発展性を有していると考えられる。以上

から、本プロジェクトによる協力の妥当性は十分に高かったと判断される。

４－１－２　有効性

　本件のプロジェクト目標「CCC及びRBOが水・大気質の一般環境及び発生源、及び産業廃棄物

のモニタリングを適切に実施できるようになる」の「適切」の定義に関しては、終了時評価調査時

に関係者間で様々な議論がなされ、最終的に付属資料８の定義に合意したうえで評価を行った。

　水質分野については、おおむね本プロジェクトにおいて期待されていた技術レベルの段階に

達している。これは、当初３名、その後２名の長期専門家が技術指導を行っており、また実地

訓練（OJT）としてナイル川調査を実施するなど、ラボラトリーの内外で研修を行ってきた成果

であると評価できる。しかし、使用頻度が低く、難度が高い分析については習得状況が懸念さ

れるため、実フィールドのサンプルを数多く使用した反復練習を実施する必要がある。

　大気質については、当初長期専門家が１名しか派遣されていなかったことから、水質分野に
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比べると多少進捗状況に遅れがみられる。評価時点では、実フィールドにおける研修はまだ十

分になされておらず、容易に分析を行える代替手段のあるいくつかの機材については、あまり

活用されてこなかった。しかし大気質分野でも、今後プロジェクト目標のレベルをめざすため、

集中的にOJTに取り組んでいく予定であり、OJTが計画どおりに行われれば、プロジェクト目

標の技術が習得され、プロジェクト終了後もその技術は定着していくものと思われる。

　本プロジェクトは、次項（４－２－１～３）で述べるような阻害要因があったが、現時点でCCC

及びRBOが水・大気質の一般環境及び発生源、及び産業廃棄物のモニタリング能力を向上させ、

プロジェクト終了時までに到達目標に達する見込みである。また、カウンターパートであるCCC

及びRBOは、プロジェクト開始と同時に立ち上がり、人材・組織ともゼロからのスタートであっ

たことをかんがみると、カウンターパートの能力向上に本プロジェクトが果たした役割は明確

であり、有効性があったと評価できる。

４－１－３　効率性

　導入された全機材の使用及び管理方法については、長・短期専門家により指導が行われ、カ

ウンターパート全員が一応の技術訓練を終了している。しかし実際には、査察（インスペクショ

ン）の際に必要となる分析項目を中心に機材が使用されていること、また、そのなかでも比較的

簡単に操作できる機材を使用する傾向があり、機材によって活用される頻度の差が大きい。使

用頻度が低く、技術的難度の高いパラメーターの機材は使用頻度が低いだけでなく、それらの

技術の定着度は確認できていない。

　研修プログラムの実施にあたっては、当初週５日で組んでいたところ、大臣の査察命令に応

じるためカウンターパートが研修プログラムに欠席することが頻繁にあったため、訓練対象者

をノミネートし、実施日を週２～３日に限定せざるを得なかった。この査察命令は、技術移転

の進捗を遅らせ、プロジェクト活動の阻害要因となった。しかし、この査察を行ったことで、

カウンターパートの実務能力が高まったことは確かであり、一慨に否定はできない。また、エ

ジプト側から、一部短期専門家の語学能力の不足が訓練の効率性を下げたとの指摘があった。

　本プロジェクトの実施にあたっては、関連案件（無償資金協力、本邦研修事業等）を加えると約

30億円の投入となっている。本来であれば、費用便益計算（現時点までに実施された査察サービ

ス等の経済的便益と将来的に期待される経済的便益の現在価値合計を求め、費用の現在価値合

計と比較する）を行うべきであろうが、それは実施していない。しかしながら、エジプト側は将

来的にはCCCをレファレンス・ラボラトリー、及び中東地域の環境センターにするという構想

をもっており、長期的視野に立てば、日本側の投入は費用便益の観点から意義あるものになる

と期待できる。
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４－１－４　インパクト

　本プロジェクトは、プロジェクトのスコープ以外に多くのプラスのインパクトがみられる。

（１） カウンターパートが、大臣の命令等により1,200件を超えるインスペクション・レポート

を作成し、そのうちの100件以上（最後発のタンタ地域支局（TNTRBO）のみでも24件）が実際

の行政に反映されていることである。そしてこの実施がOJTの役割を果たし、カウンター

パートに移転された技術の反復練習をする機会を与えた。

（２） RBOが予想以上に技術力を向上させ、活動していること。EEAA内においてRBOは査察

権限をもつ実施組織として、様々な経験を積むなかで、サンプリング・分析・評価の重要性

を理解し、モチベーションをもって業務を行っている。また定点モニタリングの計画・実

施、RBO間の意見交換の実施など、積極的な試みを行っている。

（３） エジプト側は、プロジェクト開始当初から発生源モニタリング／インスペクションの能

力強化に重点を置いていたのに対し、日本側は過去の経験から、発生源モニタリング／イン

スペクションと合わせて一般環境モニタリングの重要性を説明し続けてきた。現在エジプト

側は、一般環境モニタリングに対し、積極的な態度に変化している。

（４） 現在、ラボラトリーの管理運営についてはまだ未整備な部分が多いが、エジプトは

ISO17025の取得をめざしたい意向があり、大カイロ地域支局（GCRBO）の移転によるCCC

の占有面積の拡大など、問題の改善に前向きな姿勢である。

ISO17025ISO17025ISO17025ISO17025ISO17025についてについてについてについてについて
〈ISOとは〉
　ISOは正式名称をInternational Organization for Standardization（国際標準化機構）と
いい、各国の代表的標準化機関からなる国際標準化機関である。本部所在地はスイスのジュ
ネーブ。
　その活動内容は、電気技術分野を除く全産業分野（鉱工業、農業、医薬品等）に関する国際
規格の制定と利用促進にある。ISO9000シリーズ（品質管理）、ISO14000シリーズ（環境管
理）といった標準化規格が主なものとして知られている。

〈ISO17025とは〉
　試験所認定のための規格である。試験所が、ある試験において、ISO9000に適合した品
質管理に加え、試験の技術能力（検査法の開発を含む）をも有していることを認定するもので
ある。日本では、ISO17025の内容をJIS Q 17025（試験所及び校正機関に対する認定の一
般基準）としてほぼそのまま取り入れられ、その認定基準として下記が定められている。現
在、実際の認定にあたってはチェックリスト（JAB RFL36-1996 Rev.3）に31ページにわた
りチェック項目が定められている。
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①　JAB RL100、JAB RL355-1998
②　JAB RL200、JAB RL331-2001
③　JAB RL306
④　該当する分野別の補足基準

〈ISO9000シリーズとISO17025〉
　「ISO9000シリーズ」は、品質管理システムに関する認証であるが「ISO17025」はこの品質
管理を含み、度量衡はもとよりキャリブレーション（測定機器が正しい測定値を出すよう調
整すること）を行う測定技術自体も国際基準に適合していることを認証するものである。
従って「ISO9000シリーズ」では、できあがった製品それぞれの品質については保証しない
が「ISO17025」の場合、品質管理の結果生み出された試験結果までもが国際基準に適合して
いることを審査認定機関が認め、保証するものである。

（５） CCC所長によれば、法律はできても査察体制ができるまでは、発生源事業体や一般国民

の環境意識はあまり高くなかったが、本プロジェクトにより住民からの環境苦情に対し発生

源査察が実施され、その結果により事態改善を求める行政勧告・命令が出始めたことによ

り、メディアにおいて環境問題が取り上げられる回数も増え、事業体、一般国民の間に汚染

物質の名称や濃度が話題となる回数も増えるなど、環境保全意識が高まってきているとのこ

とである。

４－１－５　自立発展性

　CCC及びRBOは、プロジェクト開始当初から比べると格段にレベルアップしてきており、少

なくとも技術面・予算面では、何とか独力でラボラトリーを運営していけるとみられる。しか

し、真に独自の管理運営を進めるためには以下の問題点が指摘される。

（１） 技術的な面では、分析頻度が低く技術的難度が高い技術に関して、度々分析する機会が

ない限り、技術レベルを保持するのは容易ではないと考えられる。

（２） エジプト側は、GCRBOを来年度移転させることにしており、その後、CCCのラボラト

リー管理運営が本格化すると考えられるが、現在のラボラトリーの施設が不十分であるた

め、直接的にラボ管理運営の技術移転を実施することは困難である。予算の配分や人員の増

強といった過去の政策的支援状況からみれば、なんとか運営していくとは思われるが、独力

でのラボラトリー管理運営がどこまで可能かは不明である。

（３） 機材の保守及びキャリブレーションについては、アラブ・ブリティッシュ・ダイナミッ

クス社及びハインリッヒ社とEEAAが保守契約を締結し、今後も引き続き行われることと

なった。しかし試薬、消耗品及びスペアパーツなど輸入製品の供給については、エジプト側
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の輸入規制等の問題があり、十分な在庫管理と調達計画が必要である。

４－２　阻害・貢献要因の総合的検証

４－２－１　プロジェクト・デザイン及びプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の

　　　　　　問題（付属資料７.「適切な指標の設定について」参照）

　プロジェクト・デザインとPDM作成において、エジプト側要請背景に対する日本側の認識が

十分でなかったこと、プロジェクトの上位目標及びプロジェクト目標の表現が適当でなかった

ことによって、プロジェクトのパフォーマンスが阻害されたというのが、本調査団の見解であ

る。換言すれば「より適切にプロジェクトの上位目標とプロジェクト目標が設定され、表現さ

れ、共通認識がもたれていれば、より大きな成果が得られていたであろう」と思われる。

（１） プロジェクト・スコープについて

　本プロジェクトは、PDM上の記述にみる限り、水・大気質については一般環境モニタリ

ング、発生源モニタリングとも対象としている。しかし、これについては、次の事実を考慮

する必要がある。

　今次の調査団がCCC所長に確認したところ「一般環境モニタリングとは定点継続監測を意

味する。それに対して、発生源モニタリングとは、工場敷地内（within the premises of a

factory）での査察と工場周辺地域（in the vicinity of a factory or factories）でのモニタリン

グを意味する。当初から一貫して、我々が本プロジェクトに期待したのは、発生源モニタリ

ングであって、一般環境モニタリングは含まれていない。一般環境モニタリングについて

は、本プロジェクトの開始以前から、下記のとおり、他のドナーに協力を仰いでいる」との

回答があった。

　一般環境モニタリングについては、

１）　カナダCIDAの支援による保健省、水資源省によるナイル川水質モニタリング実施

２）　デンマークDANIDA支援による一般環境大気質モニタリングプロジェクト

３）　デンマークDANIDA支援による海域水質モニタリングプロジェクト

４）　米国USAID支援による自動車排ガスを対象とした都市大気質モニタリングプロジェク

ト

等が本プロジェクト開始以前にスタートして実施されていた。

　上記のCCC所長の発言で注目すべきは「発生源モニタリングとは、工場敷地内（within the

premises of a factory）での査察と工場周辺地域（in the vicinity of a factory or factories）で

のモニタリングを意味する」という点である。なぜなら「工場周辺地域（ in the vicinity of a

factory or factories）でのモニタリング」は、日本側の定義では、“一般環境モニタリングの
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範疇に属する”からである。したがって、例えば「発生源工場の周辺住宅地に移動監測車をも

ちこみ数日間監測すること」は、エジプト側の定義に従えば「発生源モニタリング」であるし、

日本側の定義に従えば「一般環境モニタリングの一部」となる。こうした日本側とエジプト側

の“定義あるいは認識の相違”は、日本側にプロジェクトの推進にあたって混乱を引き起こす

原因となった。なお、工場や工業地域の周辺の住宅地等における移動大気汚染測定車による

騒音測定、悪臭測定等について、エジプト側が発生源モニタリングとする例があり、こうし

た測定も一般環境モニタリングとする日本側との間で、定義あるいは認識に差がみられた。

なお、

・RBOの業務範囲が、発生源モニタリングだけでなく、一般環境モニタリング（エジプト

側がいうところの）も含んでいることは、RBOの位置づけについて明文化されたDecree

上明白であること、

・環境庁が、一般環境モニタリング（エジプト側がいうところの）の定点継続観測ステー

ションをデンマーク国際開発援助庁（DANIDA）や米国国際開発協力庁（USAID）から引

き継ぐことは、決定済みであること、

・それゆえに、現在、両ドナーは、現在、レファランス・ラボラトリーとしてカイロ大学

などの大学の研究機関を起用しているが、これは、将来的には、CCCが引き継ぐこと

になっていること、

などの事実にかんがみれば、本プロジェクトのスコープの将来的な延長線上に「エジプト人

自身による、一般環境モニタリング能力の涵養の必要性」が認識され、その方向に向うこと

は必然的なことであったと考えられる。

　エジプト側が当初から発生源モニタリングの技術移転を期待し、その中心は工場や工業地

域周辺の住宅地等を含むとの考え方であったとすれば、エジプト側はプロジェクトのPDM

に「一般環境」を含むべきではなかった。一方、PDMに記載された一般環境モニタリングを

含む技術移転を行うことは、日本側プロジェクトチームには求められていた。また、プロ

ジェクトのスコープの将来に一般環境モニタリングが存在したと考えられるので、この点は

明確に認識される必要があったと考える。

　発生源、環境モニタリングは、それが行政機関で行われるものである場合、単に正確に行

われるだけでなく、得られたデータを理解、評価し、行政に活用することが求められる。カ

ウンターパートにどこまでの技術移転をするのか、プロジェクト期間が５年ならばどこまで

可能か、10年ならばどこまで可能かという、時間軸を明確にして、マイルストーン・スケ

ジュールを立てることが必要であった。また、日本側プロジェクトチームとしては、本プロ

ジェクトの“現時点での”スコープとして発生源モニタリング（エジプト側がいうところの広

義）に特化しているが、“将来的には”、一般環境モニタリングに関するエジプト人自身の能
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力を涵養する必要性が出てくるであろうというアドバイスを、時期をみてエジプト側に伝え

ていくことが必要であったと考えられる。

　また、本邦関係者（JICA、国内委員会等）とプロジェクト専門家の間で、こうした問題意

識が共有されず、具体的な技術移転の内容が明確にならないままに経過した結果、日本人専

門家の努力目標を不透明とし、プロジェクト遂行の努力を阻害したと思われる。仮に「グ

レード２の定義」（付属資料８.参照）が、プロジェクト・デザイン時点に存在し、５年間のプ

ロジェクト目標が適切に表現されていたならば、より高い評価能力（“C”ないし“B”クラス）

が習得された可能性もあったと思われる。

（２） PDMについて

１）　プロジェクトの上位目標

　上位目標は「エジプトにおいて環境法の施行により環境規制基準が遵守される

（Environmental regulatory standards are achieved in Egypt through the effective

enforcement of the Law No.4 of 1994.）」と表現されているが、これは環境問題（公害問

題）の難しさを考えれば、必ずしも適切な表現ではない。仮に「排出規制基準の遵守が促進

される」（Compliance to the regulatory emission standards is enhanced in Egypt.....）

などと表現されていればより現実的なものとなり得たと思われる。

２）　プロジェクト目標

　プロジェクト目標は「CCC及びRBOが水・大気質の一般環境及び発生源、及び産業廃棄

物のモニタリングを適切に実施できるようになる」と表現されている。また、成果１．で

は「CCC及びRBOスタッフが水・大気、廃棄物のサンプリング、分析及び評価方法を身に

つける」ということになっている。「モニタリング」とは「サンプリング、分析及び評価」の

ことであり、したがって、両者の間に実質的な差異は認めがたく「言い換え」に近くなって

いる。

　PDM上の問題としては、

①　プロジェクト目標と上位目標が乖離していたこと、

②　曖昧な表現・指標があったこと、

③　「評価能力の水準」が指定されていなかったこと、

が問題であった。①は、既述のとおりである。②は「モニタリングを適切に実施できるよ

うになる」という表現に集約されるとおりであるが、適切と判断する基準を指標でより明

確に設定すべきであった。③は「高い目標を追求する場合は、プロジェクト期間を10年、

15年と長期に設定する必要があり、低い水準をねらう場合は、１～２年でも可能であっ

た」ので、本プロジェクト期間（５年間）で可能な評価能力水準の到達目標を明示すべきで
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あった。今次の終了時評価時点で初めて評価能力水準のクラシフィケーションが明確に

なった（「グレード２の定義」（付属資料８.）参照）が、その基準に基づき、現在まで行われ

たOJT５報告書を査定したところ「CCCスタッフが、現在までに獲得した評価能力は、

“C”クラス注２の初歩である」というのが本調査団の判定である。なお、本プロジェクトの

成果目標として設定されたのは、“C”クラスであるため、成果目標は達成されたと結論づ

けられる。

　また、CCC、RBOに対し、同時代的に短期的に求められる役割はそのときどきの環境

ニーズによって変化するが、それら現実の業務、役割を配慮したPDMの工夫も必要で

あったと考える。

４－２－２　実施プロセスの問題

　①エジプト側要請背景及びエジプトにおける環境問題と、その対処をとりまく状況の変化に

対する日本側の認識不足、②PDMの曖昧さ、③プロジェクト・マネージメントの不十分さなど

がプロジェクト実施プロセスの問題に反映されている。①と②に関しては既述したが、③につ

いては以下のとおりである。

　既述した日本側関係者と日本人専門家の間に、CCCスタッフの習得すべき能力に関して、見

解の相違があった問題は、そのような不完全なPDMを作成したことと専門家に対する業務指示

書（TOR）やプロジェクト・ドキュメントを作成していなかったことに起因するといえる。なお、

現在では、必ず専門家のTORを明確にし、プロジェクト・ドキュメントを作成することになっ

たため、このような問題の発生を防げる仕組みとなっている。

　しかしながら、本邦関係者の考えをよく理解したうえで、日本人専門家やカウンターパート

など、関係者を的確に導いていけたなら、OJTは現在よりも進み、その結果、CCCスタッフの

習得したモニタリング実施能力は、今以上に高い水準であったかもしれない。残りの５か月間

で、OJTを精力的に推進することが期待される。以下に、段階を追って、実施プロセスの問題

を検討する。

（１） 専門家の人選

　PDMというごく簡単な書類を起点として、それを発展させて、プロジェクト目的・目標

達成に必要なプロジェクト活動を練り上げ、活動計画を立てて実行するという現行のやり方

は、プロジェクト・リーダーの統率の下に、日本人専門家が、カウンターパートとの協議の

なかで具体的な細目を決めることができる自由度があり、手法として必ずしも否定されるべ

きではないであろう。一方で、多くの要素を専門家に委託していることになるため、専門家

注２ “C”クラス：グレード２の60％に相当
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の人選はより慎重に行う必要がある。今次派遣されていた専門家には、優秀な分析技術者が

多いが、環境行政に経験の深い人は必ずしも多くなかった。リーダーを含めた専門家の人選

にあたっては、環境行政に造詣の深い人物と分析技術者のバランスにより一層の配慮があれ

ば更に望ましかったと考えられる。

（２） プロジェクト目標・成果指標の技術仕様の不明確さ（付属資料７.「適切な指標の設定につ

いて」参照）

　グレード２にいう「環境の質の評価」に関して、2001年３月の運営指導調査団の訪エジプト

時に「モニタリングの概念」として日本・エジプト側双方で基本的な確認が行われているが、

PDM上では、技術仕様が明示されていなかったが、今般調査時に巻末（付属資料８.）に添付

した技術仕様のように国内委員長より提示された。それによれば「環境の質の評価」は、その

深浅・難易により、６段階（A～F）に分けられる。そして、その基準に従って今次の成果目

標達成の成否を判定した。成果に対する技術仕様は当初に明示しておくべきであった。なぜ

なら、本プロジェクトは、農村開発プロジェクトのようなものとは性格を異にして、エンジ

ニアリング教育としての性格が強いからである。それがないと専門家個人の主観的判断によ

る「学習到達目標」とならざるを得ず、今回は、それが一般環境・発生源モニタリングの定義

の解釈の違いも相まって、プロジェクト進行の阻害要因としてはたらいたと思われる。

（３） プロジェクトの進捗コントロールのあり方

　プロジェクトの進捗管理方法として、プロジェクト関係者間の打合せは欠かせないと思わ

れるが、本プロジェクトで実施された会議は、年１回の合同委員会及び2001年３月派遣の運

営指導調査団により提案のあったプロジェクト進捗会議（本調査団派遣までの過去１年間に

４回実施）のみであり、エジプト側出席者はCCCスタッフのみであった。本プロジェクトの

もう１つのターゲットグループであるRBOについては、５つのRBO間では定期会議が行わ

れているが、専門家チームと５RBOの代表者が一堂に会して情報交換・協議を実施した実

績はない。プロジェクトの進捗管理を行うためには、プロジェクトから積極的にRBOも含

めたカウンターパートとの会議をもつべきであったと考えられる。

（４） カウンターパートが講義中に業務命令で退出したこと

　日本人専門家が行っている講義の途中に、カウンターパートの一部が立ち入り検査の業務

命令を受けて、教室を退出することが頻繁に起きたことが確認された。プロジェクトとして

は、何度となく改善するように求めたが、改善はされなかった。そこで、調査団としてCCC

所長に確認を求めたところ、同氏は「立ち入り検査の業務命令は、自分には拒否できない性



－28－

質のものであった。しかし、授業中の１人だけに業務命令を出したが、全員を退出させるこ

とはしなかった」と回答した。こうしたことのために「計画された日本人専門家の監督下にお

けるOJT計画が立てにくかった」ことは、事実であったろう。こうした問題の解決のために

は、問題が発生した時点で文書等により、カウンターパート側の義務・責任を明確にしてお

くか、あるいは、上記のように、業務命令がCCC所長自身が拒否できない性質のものであ

るならば、その条件の下でプロジェクト・マネージメントを行う必要があったと思われる。

ただし、エジプトの環境行政をとりまく状況はどんどん変化しており、CCCへの査察要請

がこれほどまでになることは、当初予期しておらず、やむを得なかったところはある。

（５） エジプト側要請背景に対する日本側の認識不足

　エジプト側は、一貫して狭義の「発生源モニタリング」の技術移転を希望しており、CCC

の役割については「RBOスタッフに対するモニタリング技術の訓練センター」であり、「国の

レファランス・ラボラトリー」になることであると主張してきた。その一方で、無償資金協

力の機器の選定に関しては、一般環境モニタリングの機器が欲しいと強引な要請があったこ

とは事実である。エジプト側があくまでも発生源モニタリングの技術移転のみを要請してい

たのであれば、この矛盾は最初に取り除かれる必要があったし、日本側はこのことを明確に

するよう求める必要があった。それをしないのであれば、当初のPDMに記載されている内

容に沿ったプロジェクトの展開が求められるところであった。

　これを「エジプト側要請背景に対する日本側の認識の誤り」であるとは必ずしもいえず、プ

ロジェクト期間中における実施内容、将来的にはめざすべき内容を明確に設定し実施すべき

であったといえる。プロジェクト目標としては、プロジェクト期間中に現実的に成し得るも

のに設定したうえで、エジプト側の短期的要請に応えつつ、将来的方向についてもエジプト

側がその方向に向かえるよう（上位目標を念頭に）プロジェクト運営を行う姿勢が必要と思わ

れる。

（６） 本邦関係者と日本人専門家の意見相違

　本邦関係者が「CCCスタッフは、環境政策に参考になるモニタリング報告書を作成できる
・・・・・・・・
能力を身につけるべきである」（“A”クラス）という主張をしたのに対して、日本人専門家は

「CCCスタッフが習得すべき能力としては、そこまでは求められていない」（“F”ないし“E”

クラス）と主張した（クラスの定義については付属資料８.「グレード２」の定義参照）。日本人

専門家の主張は、実際エジプト側の現時点のコンセプトに沿ったものであったが、本邦関係

者の理解を得るには十分な説明が行われず、終了時評価調査時点まで、両者の見解は一致す

ることがなく、プロジェクト・マネージメントの混乱の一因となった。
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４－２－３　対テロ報復攻撃に係る安全対策措置の影響

　2001年９月11日のニューヨーク世界貿易センタービルに対するテロ攻撃の報復措置として、

アメリカやイギリスが中東地域に対し、報復攻撃を行う恐れがあったため、一時期エジプトへ

の専門家派遣見合せ措置が取られた。このため、当初2001年10～12月にかけて派遣が決まって

いた短期専門家２名の派遣は延期され、うち１名（臭気感応試験技術）については、派遣時期が変

更となったことから、本人の業務との調整がつかず、派遣中止となった。また「統計的手法によ

る精度管理及び水質データ解析指導」にあたる短期専門家の派遣は、2002年６月に半年遅れてよ

うやく実現した。この影響により、大気質分野において臭気感応試験技術の指導は行われず、

水質分野におけるデータ解析、精度管理に係る技術移転が当初予定より遅れる結果となった。

４－２－４　社会的ニーズとの合致

　上述したような様々な問題を抱えつつも、本プロジェクトは大きなインパクトを残した。そ

れは、CCCとRBOが、苦情にもとづく立ち入り調査を実施して、査察報告書を1,200件以上も作

成し、それによって100件以上の行政アクションがとられたからである。こうした社会的需要の

高まりは、プロジェクトで訓練されたCCC及びRBOのスタッフに多くのOJTの機会を与え、本

プロジェクトの成果を高める結果となったと判断される。しかし、前述のとおり、専門家が授

業を行っている最中に、訓練生が査察にかり出されたことも再三あったという。この面では、

同じ社会的需要の高まりが阻害要因として作用したといえよう。オンバランス、プラス効果の

方が大きかったのではないかと想像する。

４－３　結　論

　本プロジェクトは妥当性、インパクトは高く、またプロジェクト目標達成度は調査時点による

と一部不十分な点があるが、プロジェクト期間満了時までには、おおむね達成される見込みであ

る。しかしラボラトリー・マネージメントの面では、まだ不十分であり、引き続き何らかのかた

ちでの支援が望ましいが、予算面・人員面での政策的支援は、十分期待できるので自立発展性も

あると期待でき、それだけでも十分に意義のあるプロジェクトであったといえよう。特に無から

スタートしたRBOラボラトリーが短期間にEEAAのニーズに応えて水・大気質の発生源モニタリ

ングの実施機関として大きく育ったことは高く評価される。

　なお、モニタリングの意味を単なる発生源査察に限定せず、汚染の状態を発生源との関係でと

らえるモニタリング計画の策定、その実施、監測結果の評価・解析、報告まで含めると本調査時

点においてはまだ十分とはいえない面があり、また産業廃棄物については優先度が低かったため、

現段階ではほとんど成果が出ていないといえるが、これらについてもプロジェクト終了までには

大きく前進すると期待され、よってプロジェクト目標は達成される見込みである。
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第５章　提言と教訓第５章　提言と教訓第５章　提言と教訓第５章　提言と教訓第５章　提言と教訓

５－１　提　言

（１） プロジェクト終了に向けての課題

　本プロジェクトは、プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）に設定された成果

①　水については、調査時点においておおむね達成した。

②　大気については、調査時点において不十分であるが残り５か月間の訓練により達成され

ると思われた。

　本プロジェクト終了時点においては、限定された範囲ではあるが水・大気質のモニタリング

の計画・実施を自立して行えるレベルに達することができると思われる。今後プロジェクト終

了までの間に不十分な部分を重点的に訓練するとともに、プロジェクト期間中の成果を整理

し、プロジェクト終了後の訓練の課題、及びその解決に向けた検討の方向性についても、日

本・エジプト側双方で話し合い、整理しておくことが望まれる。

　現時点で終了に向けての課題として整理される事項は次のとおりである。

１）　分析方法の整理

　エジプトにおいては、環境モニタリングにおける分析方法はEgyptian Methodを使用す

ることになっている。

　本プロジェクトにおいて、大気質分野の訓練における分析方法は日本工業規格（JIS）を基

本としており、JISにない項目はその他の標準的方法を用いて行われているが、プロジェク

トを終了するにあたり、Egyptian Methodと訓練に使用された方法との整合性を調べ整理

しておく必要がある。

２）　更なる訓練が望まれる項目

　下記に示す項目は、分析技術の難度が高く、あるいは特殊な技術を要するため更なる訓練

が望まれる。これらの項目は、実際の試料分析の経験と、コンタミネーションや妨害成分の

除去等の応用技術が、対となって初めて目的成分の定量が可能となる。ヒ素は全く訓練が行

われておらず、他の項目はいずれも実験室における訓練のみでフィールドでの調査はなされ

ていない。

①　水　質

　ヒ　素

　有害有機化合物（GC）

　農薬（GC－MS）
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②　大気質

　悪臭（GC）

　揮発性有機化合物（GC－MS）

　煙道排ガスのマニュアルサンプリング及び分析技術

　ここで、特に技術の確保を望みたい項目として、水・大気質共通事項であるGC－MSの

機器分析を主体とした有害化学物質分析体制の立ち上げを望む。理由は以下のとおり。

　有害な有機化合物の分析に利用されるGC－MSは多くの化合物に共通の物性である「質・

量」により多くの定性的・定量的情報が得られるので、先進諸国においても複雑に混合した

有害化合物の分析には、この方法が主流となってきている。環境分析では複雑な混合物を一

斉に分析するため、高分離、高感度、高選択性が要求され、キャビラリーカラムとGC－MS

によってその測定が可能であり、無償資金協力により供与されたGC－MSはこの仕様を満

足するが、訓練以後、実際の環境調査に使用された実績がない。

　水では農薬、大気では揮発性有機化合物（VOC）が対象となるが、いずれもフィールド調

査は行われていない。これらの項目は、実際の試料分析の経験と、コンタミネーションや妨

害成分の除去等の応用技術が対となって初めて目的成分の定量が可能となる。すなわち、サ

ンプリング、試料の輸送、前処理、機器分析、定量操作の一連の分析操作について検討を加

えておかないと測定値の精度が確保されない。

　エジプト環境改善のために有効に活用されることとなるよう、是非追加訓練を実施するこ

とが望ましい。

　また、水質分野において、ヒ素の分析は試薬が一般的には輸入禁止であり、入手不能であ

るとの理由で訓練が実施されていない。しかし、現在少量ながら在庫もあり、またEEAAの

サポートがあれば輸入許可取得の可能性があるとのことである。ヒ素の測定は日本において

は総理府令によりJIS K 0102（工場排水試験方法）のジエチルジチオカルバミド酸銀吸光光

度法、水素化物発生原子吸光光度法、又は水素化物発生ICP（誘導結合プラズマ）発光分光分

析法によることが定められているが、いずれの方法においても水素化ヒ素の発生といったユ

ニークな前工程があるので技術的にも訓練しておくことが望ましい。

２）　更なるフィールド訓練の実施

　残された期間内により多くのフィールドテストを実施することが望ましい。このフィール

ド訓練は、モニタリング計画の策定から実施、さらに報告書の作成までを含む訓練とするこ

とが望まれる。特に大気質部門はグレード２における目標が、現段階では未達成であり、

フィールド訓練の実施によりプロジェクト期間終了までには目標に到達するよう努力を要す

る。
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３）　プロジェクト残り期間の訓練計画作成

　残り期間においてプロジェクト目標をより完全に達成すべく、上記を含めた残り期間の訓

練計画を３週間以内に作成し、関係者〔（EEAA）／（CCC）、JICA本部／エジプト事務所〕の

承認を得て、当該計画に沿った訓練を実施することが望ましい（調査後プロジェクトから提

示のあった活動計画は付属資料９.のとおり）。

（２） 今後の長期的な課題

１）　技術の維持・発展に向けた努力

　本プロジェクトは、その期間中におおむねプロジェクト目標を達成できる見通しである。

しかしながら本プロジェクトにおいては環境モニタリングに係る基本的技術を移転した段階

であり、その技術を維持し、さらに発展させて行くためには反復訓練が必須である。現場に

おいて実際に分析する頻度が高く、かつ技術的難度が低い項目においては比較的問題が少な

いが、頻度が低く技術的難度が高い項目については、反復訓練なしには技術が失われるおそ

れがあり、これらの項目については、プロジェクト終了後も引き続き技術の維持発展に努め

る必要がある。

　また、CCC／RBOの職員が本プロジェクトの達成目標であるグレード２のCレベルを越

えてより高いレベルに到達するよう、引き続き経験を重ねることが望まれる。

２）　上位目標達成への努力と本プロジェクトの成果の活用

　上位目標の達成は最終的な環境行政、環境政策の目標とされるものであって、それは

EEAAをはじめとするエジプト政府、さらにはエジプトの各界各層の支持を得て進められる

今後の諸対策が積み重ねられていくことによって、長い年月をかけて達成が図られていくも

のである。単に本プロジェクトの成果だけではなく、EEAAをはじめとするエジプト政府に

よる対策、他のドナーによる環境協力とその成果、最終的にはエジプト国民の考え方・環境

に対する価値観、等々のすべてを動員することが必要である。本プロジェクトの成果は、今

後の環境行政、環境政策を進めるにあたって、必要な最も基本となる環境モニタリング・

データとその基本的な評価結果を提供する人材、組織を育成したことである。

　この成果を当面生かすことのできる最も適当なテーマとしては、例えばエジプト各地のブ

ラックスポットに注目して、汚染・発生源両者の関係を解析するような調査の計画・実施が

考えられる。ブラックスポットと呼ばれる地域、あるいは水域はエジプト国内でも環境が最

も汚染されていると想像され、上位目標の達成にあたって最も優先されて取り組まれるべき

地域（水域）であり、本プロジェクトの成果が活用できる可能性があるからである。また、そ

の他に、エジプトに対する各国のドナーによる環境協力プロジェクトの役割や、守備範囲を

見極めつつ、本プロジェクトの成果、カウンターパート（C／P）に移転された技術が、日本
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の協力として評価され、幅広く活用されることが望まれる。

３）　CCCの地位・権限・責任及び施設の所在地等

　これまでも日本側はしばしばCCCの位置づけについてエジプト側に確認を求めてきたが、

EEAAの組織は頻繁に見直されているため、なかなか暫定的位置づけから明文化するにいた

らないとのEEAAの説明であった。しかし、各RBOの充実に伴い、従来、CCCの主要業務

を占めてきた発生源査察活動が将来的に完全にRBOに移管されること、それに伴いCCCの

主要業務は、比較的近い将来には、環境モニタリング技術の訓練センターに、また、中・長

期的に環境モニタリング技術のレファランス・ラボラトリーになることが構想されている。

これにより、CCCの今後の向かうべき方向、EEAA内部での位置づけ、権限・責任及び

CCC内部での役割分担と業務遂行手続きなどをできるだけ早く明文化すべきである。現在、

CCCは、EEAAビル内で大カイロ地域支局（GCRBO）と同一フロアーに同居しており、構

造・面積ともラボラトリーとして不適当である。CCCの役割を明らかにするとともに、そ

の役割に適した場所への移転も検討されるべきである。

５－２　教　訓

　プロジェクトの成功のためには、すべてのプロジェクトの利害関係者が、プロジェクト目的・

目標を正しく理解し、一致協力して、その達成のための整合性のある行動をとることが前提とな

る。しかし、そのためには、プロジェクトの目的・目標が、必要にして十分な程に定義され、か

つ叙述され、それが利害関係者全員に十分にコミュニケートされていることが前提となる。その

ためには、しかるべき知識と理解力並びに行動能力をもった人材をプロジェクトに配することが

前提となる。プロジェクト・マネージメントの成否の根幹は、TORを明確に示し、その適格要件

を満たす優秀な人材を選び、バランス良く配置することである。さらに、プロジェクトの成果管

理と進捗管理を適時・適切に行い、その結果、一度は配置された人材であっても、仮に適切な能

力を欠いていることが判明した場合には、その時点で躊躇なく他の適格な人材をリクルートでき

ることがプロジェクトの成果をよりよいものにするであろう。なぜなら、プロジェクト・マネー

ジメントの究極の目的は、定められた予算と期間内で、定められた品質を伴った成果を上げるこ

とにあるからである。
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